
国⽴研究開発法⼈海上・港湾・航空技術研究所⼀般事業主⾏動計画 
 

職員が仕事と家庭⽣活を両⽴するよう⽀援し、職員全体が働きやすい環境を作ることによ
って、全ての職員がその能⼒を⼗分に発揮できるようにするため、次世代育成⽀援対策推進
法（平成１５年法律第１２０号）に基づき策定した⾏動計画を、以下のとおり改定する。 
 
１．計画期間  

令和７年４⽉１⽇〜令和１２年３⽉３１⽇（５年間） 
 

２．内容 
【⽬標１】 男性職員等の育児休業取得率を３５%以上とする。取得にあたり職場の理

解促進に向けた情報提供を⾏う。 
<対策> 

・令和７年４⽉〜 管理者が育児休業取得対象予定者を把握し、制度の紹介等、取得を促
すための取り組みを⾏う。 

・令和７年４⽉〜 ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく⾏動計画と
ともに連携し、職員による育児休業の取得や出産及び⼦育てに関する制
度活⽤に向け、情報の整理と所内イントラネットを利⽤した周知を引き
続き⾏い、制度を利⽤しやすい環境に努める。 

 
【⽬標２】 年次有給休暇の取得⽇数を、⼀⼈当たり平均年間１３⽇以上とする（⾮常

勤職員は除く)ほか、⼦どもや家族との時間づくりと⾏事に合わせた年次休
暇の取得を推奨する。     

<対策> 
・令和７年４⽉〜 早期退勤を促すとともに、イントラネットを活⽤することで年次有給

休暇や夏季休暇（特別休暇）の取得状況を把握し、計画的に休暇を取得
しやすい環境づくりに努めるほか、ＧＷや夏季休暇、年末年始にあわせ
た連続休暇の取得を促す。 

 
【⽬標３】 １年間の時間外労働時間について、⼀⼈あたり１ヶ⽉平均１４時間以下

とする。 

<対策> 
・令和７年４⽉〜 定時退庁⽇を設定し、退所を促すためのアナウンスを実施するほか、

出退管理表を作成し、労働時間を適切に把握する。 
 
 
 



【⽬標４】 育児を⾏う職員が在宅勤務できる環境づくりに努める。 

<対策> 
・令和７年４⽉〜 令和２年より導⼊した在宅勤務制度について、制度についての情報

提供等、育児を⾏う職員が活⽤しやすい環境づくりに努める。  
 

【⽬標５】 ⼦ども・⼦育てに関する地域貢献活動を実施する。 

<対策> 
・令和７年４⽉〜 近隣の⾃治体などと連携を進め、研究施設の⼀般公開、⼩中学校の

職場体験、出前講座などを実施し、研究所の能⼒や技術を活かして地
域社会に貢献できるよう活動を⾏う。 


